
 

 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
受
領 

答

弁

第

一

一

七

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
一
二
第
一
一
七
号 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸

田

文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志

郎 

殿 

  

衆
議
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誠
君
提
出
日
本
原
子
力
発
電
所
東
海
第
二
発
電
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設
置
変
更
許
可
申
請
に
お
け
る
経
理
的
基
礎
の
審
査
と

認
可
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
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す
る
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衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
日
本
原
子
力
発
電
所
東
海
第
二
発
電
所
設
置
変
更
許
可
申
請
に
お
け
る
経
理
的
基
礎
の
審

査
と
認
可
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
借
入
金
及
び
電
気
料
金
前
払
で
の
資
金
調
達
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
電
」
と
い
う
。
）

か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日
付
け
で
な
さ
れ
た
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
変
更
の
許
可
を
求
め
る
申
請
の
審
査
に

お
い
て
、
日
本
原
電
が
行
う
工
事
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
工
事
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
自
己
資
金

及
び
借
入
金
に
よ
り
調
達
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
借
入
金
の
一
部
は
、
御
指
摘
の
「
電
気

料
金
前
払
」
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
の
２
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
工
事
期
間
の
延
長
と
工
事
金
額
の
増
額
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
と
し
て
承
知
し
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
「
変
更
申
請
は
必
要
か
」
及
び
「
審
査
も
再
び
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
の
お
尋



 

２ 

 

ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
の
５
及
び
６
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
補
足
説
明
資
料
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
工
事
（
以
下
「
令
和
元
年
工
事
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第

四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
原
電
か
ら
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
変
更
の
許
可
を
求
め
る
令
和

元
年
九
月
二
十
四
日
付
け
の
申
請
が
あ
り
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
審
査
を
行
っ
た
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
東
電
の
「
電
気
料
金
前
払
」
は
、
費
用
で
相
殺
さ
れ
残
ら
な
い
」
及
び
「
資
金
の
確
保
計
画
金
額
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
六
年
工
事
及
び
令
和
元
年
工
事
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
電

気
料
金
前
払
」
に
よ
り
、
借
入
金
に
よ
り
調
達
す
る
資
金
の
一
部
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
工
事

に
要
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
自
己
資
金
及
び
借
入
金
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
電
気
事
業
法
の
電
力
料
金
規
定
」
及
び
「
電
力
自
由
化
に
お
け
る
自
由
競
争
の
公
正
取
引
」
の
意
味
す
る
と



 

３ 

 

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
事
業
者
間
で
締
結
さ
れ
る
電
気
の
卸
取
引
に
係
る
契
約
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て

自
由
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
設
備
資
金
を
前
払
に
よ
り
調
達
す
る
場
合
（
イ
メ
ー
ジ
図
）
」
に
記
載
さ
れ
た
方
法
に
問
題
が

あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

三
の
４
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
点
を
含
め
て
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
個
別
の

経
営
判
断
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下
「
機
構
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
し
た
「
第
四
次
総
合
特
別

事
業
計
画
」
に
示
さ
れ
た
廃
炉
や
賠
償
の
費
用
の
捻
出
に
向
け
て
、
企
業
価
値
を
高
め
、
国
民
負
担
の
抑
制
を
実
現
す
る
と

の
方
針
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
廃
炉
、
賠
償
及
び
安
定
供
給
に
大
き
な
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

を
除
い
て
、
東
京
電
力
の
経
営
陣
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
度
の
特
別
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
機
構
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
国
際
的
な
燃
料
価
格
の
高
騰
等
の

様
々
な
要
因
の
影
響
を
受
け
た
同
年
度
の
東
京
電
力
の
収
支
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
零
円
と
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。



 

４ 

 

「
東
京
電
力
に
よ
る
経
営
改
革
の
取
組
等
の
検
証
・
評
価
結
果
」
（
令
和
五
年
十
二
月
一
日
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支

援
機
構
運
営
委
員
会
決
定
）
に
よ
れ
ば
、
「
賠
償
（
被
災
者
賠
償
）
・
廃
炉
に
関
し
て
、
年
間
約
五
千
億
円
の
資
金
を
確
保

す
る
」
と
の
目
標
に
対
し
、
「
新
々
・
総
特
及
び
四
次
総
特
の
期
間
中
（
二
千
十
七
～
二
千
二
十
二
年
度
）
、
東
京
電
力
が

賠
償
・
廃
炉
に
確
保
し
た
資
金
（
一
般
負
担
金
、
特
別
負
担
金
、
廃
炉
等
積
立
金
の
合
計
）
は
、
年
平
均
で
四
千
九
十
四
億

円
で
あ
っ
た
」
及
び
「
東
京
電
力
か
ら
は
、
上
記
の
各
取
組
を
通
じ
、
二
千
二
十
三
年
度
以
降
利
益
を
回
復
さ
せ
、
年
間
約

五
千
億
円
の
資
金
確
保
が
可
能
に
な
る
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
廃
炉
、
賠
償
及
び

安
定
供
給
に
特
段
の
支
障
が
出
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


